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は じ め に

　建設業は、社会資本整備の担い手であるとともに、災害時には現場の最前線で地域

社会の安全・安心を守る “ 地域の守り手 ” としての役割を担っています。近年は、自

然災害が猛威をふるい、全国各地に甚大な被害をもたらしており、建設業に対する期

待はますます高まっています。

　しかしながら、我が国では生産年齢人口の減少が著しさを増しており、また、建設

業界では、技能者の約 3分の 1を 55 歳以上が占め高齢化も進んでいます。そこで、

建設業が将来にわたり “ 地域の守り手 ” として役割を果たしていくため、官民を挙げ

て新・担い手三法、働き方改革関連法の施行、建設キャリアアップシステムの本格運

用などを通じ、環境整備が図られているところです。

　今般、弊社では、人材確保・定着をテーマに小冊子を発行いたしました。本書は、

社員の採用・定着にあたり、ハローワークの活用方法や社内体制の整備など具体策と

実践例を通して分かりやすく解説しています。

　また、各章のポイントをご紹介するマップを用意し、関心あるテーマを選択して読

み進められるように構成しています。

　最後に、経営者、採用活動に携わる皆様にとりまして、本書が今後の採用に有益な

内容となれば幸いです。

　令和 2年 3月

 東日本建設業保証株式会社　

 業 務 部　
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第１章 ◆ 人材確保・定着を取り巻く現状

人材確保・定着を
取り巻く現状

人材確保と定着の現状について

1第 章

1．近年の採用傾向

図表1：技術者の採用状況（社数） 図表2：技能者の採用状況（社数）
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図表3：技術者採用者の年代別採用状況（社数） 図表４：技能者採用者の年代別採用状況（社数）

出所：�一般社団法人全国中小建設業協会「平成 30年度　人材確保・育成対策等に係る実態調査結果」よ
り作成
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■ 人材確保と定着の現状について

　グラフ（図表１～４）は 2018（平成 30）年 10 月から 11月にかけて、一般社団

法人全国中小建設業協会が、全国約 2,240 社の会員団体傘下企業を対象に実施した

調査アンケートの結果に基づくものです。土木・建築を担う企業 581 社からの回答

が得られ、そのうち従業員数 30人未満が回答企業の 6割を超えています。

　2017（平成 29）年度、2018（平成 30）年度の採用実績と、2019（平成 31）年

度の採用予定に関するグラフ（図表 1・2）を見ると、技術者、技能者ともに「採用

なし」が回答のトップになっています。技術者では約 5割、技能者では約 7割の企

業が「採用なし」と回答する結果となりました。みなさんがおそらく実感されている

中小建設企業における人材確保の厳しい状況が、数字で示されたかたちです。

　採用を実施している企業においても、その採用数は「1人」が圧倒的であり、中小

建設企業では人材採用は「採れて 1人」が当たり前となっている状況がわかります。

　採用者の年代別状況のグラフ（図表 3・4）を見ると、10～20 代がトップを占め

てはいるものの、他の年代も少なくはなく、建設企業の人材確保においては、新卒者

などの若年層のみに頼ってはいられないという現状がわかります。



15

人材確保のポイント

1．「人材確保の方針」が必要な理由

　企業が人材を採用するにあたっては、まず社長が明確な「人材確保の方針」を決定

し、それを社内に広く示すことが重要です。事業において社長が練った戦略に基づき

現場が戦術を展開するように、年度ごとの事業展開や人材配置を加味した採用方針を

示すことで、採用スタッフが動き、正しい人材確保が実現できます。

　部門や事業によって、マッチする人材は大きく異なります。「今後会社をどのよう

に成長させていきたいのか？」を社長が示すことで、はじめて「そのためにはどの部

署にどんな人材が必要なのか？」がわかります。採用のターゲットを絞ることで、適

切な人材を適時に確保することができるようになります。

　経営方針や中長期的な事業展開を無視した人材確保では、求める人材とのミスマッ

チが生じがちです。人材と仕事のミスマッチは人材の定着を妨げる大きな要因となり

得ます。若者は「できること」と職場で与えられる「やるべきこと」が合致していな

ければ、その仕事に自分自身を捧げることはできないと考え、理想の仕事を求めて転

職を考え始めます。人材確保における明確な方針は、こうした離職を防ぐためにも、

とても重要なことです。

1 「人材確保の方針」の決定と情報共有

2第 章
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第 2 章 ◆ 人材確保のポイント

2．「人材確保の方針」に基づく採用の効果

　会社の現状や今後の事業展開に合わせて確保した人材は、まさに「会社が今求めて

いる人材」です。人材側の視点からも、入社後にやるべきことが明確で、自分に求め

られているスキルや資質がわかりやすいということは、職場で力を発揮するうえで優

位にはたらきます。つまり、「できること」と「やるべきこと」のギャップに悩むと

いう状況にも陥りにくくなります。

　また、採用後にどの部門に配属され、どのような仕事を手がけることになるかもわ

かったうえで選考することで、部門スタッフや職種との相性も判断材料とすることが

できます。実際に現場で行動をともにする上司や先輩との相性は、仕事を続けるうえ

でとても重要です。


